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(57)【要約】
【課題】マニュアル弁を備えていない自動変速機であっ
ても変速中にシフトレンジが不定となってしまうことを
防止することができる車両のレンジ判定装置を提供する
。
【解決手段】駆動源の出力トルクを伝達する遊星歯車の
歯車変速機構と、係合状態と解放状態との間で作動状態
が切り替えられる複数の摩擦係合要素とを備え、複数の
摩擦係合要素の作動状態によって歯車変速機構のトルク
伝達経路が切り替えられて変速が実現される自動変速機
に用いられるとともに、作動状態に基づいて実際のシフ
トレンジの判定を行うレンジ判定装置において、Ｔ－Ｅ
ＣＵ４は、変速中でない場合に油圧センサによる検出結
果と予め記憶された作動パターンとに基づいて現在のシ
フトレンジを判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動源の出力トルクを伝達する遊星歯車を有する歯車変速機構と、係合状態と解放状態
との間で作動状態が切り替えられる複数の摩擦係合要素とを備え、前記複数の摩擦係合要
素の前記作動状態によって前記歯車変速機構のトルク伝達経路が切り替えられて変速が実
現される自動変速機に用いられるとともに、前記作動状態に基づいて実際のシフトレンジ
の判定を行うレンジ判定装置において、
　前記各摩擦係合要素の前記作動状態を切り替える油圧を制御する油圧制御手段と、
　前記油圧制御手段によって制御されたそれぞれの油圧を検出する複数の油圧検出手段と
、
　前記各摩擦係合要素の前記作動状態を表す作動パターンを記憶する記憶手段と、
　前記油圧制御手段によって前記各摩擦係合要素の前記作動状態が切り替えられる変速中
であるか否かを判定する変速判定手段と、
　前記変速判定手段によって前記変速中でないと判定された場合に、前記油圧検出手段に
よる油圧検出結果と前記記憶手段によって記憶された作動パターンとに基づいて現在のシ
フトレンジを判定するシフトレンジ判定手段と、を備えたことを特徴とするレンジ判定装
置。
【請求項２】
　前記シフトレンジ判定手段は、前記変速判定手段によって前記変速中であると判定され
た場合、前記変速前の判定結果を現在のシフトレンジとすることを特徴とする請求項１に
記載されたレンジ判定装置。
【請求項３】
　前記変速判定手段によって前記変速中であると判定された場合に、前記油圧検出手段に
よる油圧検出結果が、前記記憶手段によって記憶された作動パターンと一致するか否かを
判定する一致判定手段をさらに備え、
　前記シフトレンジ判定手段は、前記一致判定手段によって作動パターンと一致すると判
定された場合、前記油圧検出手段による油圧検出結果と前記記憶手段によって記憶された
作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判定し、前記一致判定手段によって作動
パターンと一致しないと判定された場合、前記変速前の判定結果を現在のシフトレンジと
することを特徴とする請求項１または請求項２に記載されたレンジ判定装置。
【請求項４】
　前記記憶手段は、前記変速に伴い前記摩擦係合要素の前記作動状態を切り替えた際に、
前記作動パターンと一致しない組み合わせが生じ得る変速を予め記憶しており、
　前記変速判定手段は、前記変速中であると判定した場合に、前記記憶手段に記憶された
前記作動パターンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当するか否かを判定し、
　前記シフトレンジ判定手段は、前記変速判定手段によって前記作動パターンに一致しな
い組み合わせが生じ得る変速に該当しないと判定された場合、前記油圧検出手段による油
圧検出結果と前記記憶手段によって記憶された作動パターンとに基づいて現在のシフトレ
ンジを判定し、前記変速判定手段によって前記作動パターンに一致しない組み合わせが生
じ得る変速に該当すると判定された場合、前記変速前の判定結果を現在のシフトレンジと
することを特徴とする請求項１または請求項２に記載されたレンジ判定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載された自動変速機におけるシフトレンジの判定を行うレンジ判定
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に搭載される自動変速機にあっては、エンジンからの動力がトルクコンバー
タを介して変速機構に伝達されるようになっており、摩擦係合要素としてのクラッチやブ
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レーキの係合および解放を行い、複数のギアによって形成される動力伝達経路が切り替え
られて、所望の変速段を形成するようになっている。
【０００３】
　クラッチおよびブレーキは、油圧制御回路の一部を構成するソレノイド弁およびマニュ
アル弁等によって油圧回路が切り換えられることにより、その係合状態および解放状態が
切り換えられ、シフトレバーの操作位置に応じて複数の前進変速段および後進段が成立さ
せられるようになっている。
【０００４】
　このマニュアル弁は、シフトレバーの操作位置に応じて機械的に切り替えられるように
なっており、エンジンによって回転駆動されるオイルポンプによって生成されたライン圧
が各油圧回路に供給されるようになっている。
【０００５】
　近年、シフトレバーの操作位置に応じて電気的にシフト制御を行うシフトバイワイヤが
存在し、これに伴いマニュアル弁を備えていない自動変速機も存在しつつある（例えば、
特許文献１参照）。
【０００６】
　この従来の特許文献１に記載された自動変速機にあっては、マニュアル弁を備えていな
いため、電磁弁ロジックに基づいていずれのソレノイド弁を作動させるか予め定められて
おり、後進段等や所望の前進変速段を形成するために対応したソレノイド弁を作動させる
ようになっている。これにより、従来の特許文献１に記載された自動変速機にあっては、
対応したソレノイド弁を作動させることにより、クラッチロジックに基づいたブレーキお
よびクラッチを作動させて、後進段等や所望の前進変速段が形成されるようになっている
。
【０００７】
　ここで、シフトバイワイヤによってシフトレンジの変更が実現される自動変速機にあっ
ては、シフトレバーの操作位置に応じて設けられたシフトポジションセンサからの検出結
果に基づいてトランスミッション制御装置（以下、Ｔ－ＥＣＵという）が各ソレノイド弁
を制御するようになっている。
　ここで、Ｔ－ＥＣＵは、自動変速機の故障等を判定するため、常に実際の各シフトレン
ジのうちいずれのシフトレンジで有るかを保持する必要がある。
【特許文献１】特表２００２－５３３６３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述のような従来の特許文献１に記載された自動変速機にあっては、Ｔ
－ＥＣＵが実際に現在のシフトレンジがどの状態であるかを判定することに関して考慮さ
れていないため、Ｔ－ＥＣＵが実際に現在のシフトレンジがどの状態であるかを判定する
ことができないという問題があった。
　すなわち、例えばマニュアル弁を有する自動変速機にあっては、シフトレバーの操作位
置を検出する複数のシフトポジションセンサからの検出結果に基づいて、シフトレンジを
判定することも考えられるが、上述のような従来の特許文献１に記載された自動変速機に
あっては、マニュアル弁を有していないことに加えて、Ｔ－ＥＣＵが実際に現在のシフト
レンジがどの状態であるかを判定することに関して考慮されていない。
【０００９】
　また、このような従来の特許文献１に記載された自動変速機にあっては、例えばブレー
キやクラッチに供給する油圧を検出する油圧センサや、クラッチやブレーキを作動させる
ソレノイドに供給される油圧を検出する油圧センサを設けて、その検出結果と予め記憶さ
れた摩擦係合要素の作動状態の作動パターンとに基づいて実際のシフトレンジを判定する
ことも考えられる。しかしながら、例えばＤレンジにおいては、特に変速中の場合クラッ
チやブレーキの掴み変えのタイミングによってシフトレンジを判定する作動パターンにな
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い組み合わせパターンが生じることがあり、現在のシフトレンジが不定となってしまうお
それがあるという問題があった。
　特に、近年の自動変速機にあっては、変速段が多く形成されクラッチやブレーキの係合
状態および解放状態が切り替わる頻度が多くなっているため、シフトレンジが不定となっ
てしまうおそれがあるという問題があった。
【００１０】
　本発明は、上述のような従来の問題を解決するためになされたもので、マニュアル弁を
備えていない自動変速機であっても変速中にシフトレンジが不定となってしまうことを防
止することができるレンジ判定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係るレンジ判定装置は、上記目的達成のため、（１）駆動源の出力トルクを伝
達する遊星歯車を有する歯車変速機構と、係合状態と解放状態との間で作動状態が切り替
えられる複数の摩擦係合要素とを備え、前記複数の摩擦係合要素の前記作動状態によって
前記歯車変速機構のトルク伝達経路が切り替えられて変速が実現される自動変速機に用い
られるとともに、前記作動状態に基づいて実際のシフトレンジの判定を行うレンジ判定装
置において、前記各摩擦係合要素の前記作動状態を切り替える油圧を制御する油圧制御手
段と、前記油圧制御手段によって制御されたそれぞれの油圧を検出する複数の油圧検出手
段と、前記各摩擦係合要素の前記作動状態を表す作動パターンを記憶する記憶手段と、前
記油圧制御手段によって前記各摩擦係合要素の前記作動状態が切り替えられる変速中であ
るか否かを判定する変速判定手段と、前記変速判定手段によって前記変速中でないと判定
された場合に、前記油圧検出手段による油圧検出結果と前記記憶手段によって記憶された
作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判定するシフトレンジ判定手段と、を備
える。
【００１２】
　この構成により、変速中でないと判定された場合、油圧検出手段による油圧検出結果と
記憶手段によって記憶された作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判定するの
で、シフトレンジを正確に判定することができるとともに、一方変速中と判定された場合
、作動パターンに基づくシフトレンジの判定を行わないので、油圧検出結果と作動パター
ンとが一致しないことに起因したシフトレンジの不定となってしまうことを防止すること
ができる。したがって、マニュアル弁を備えていない自動変速機であっても変速中にシフ
トレンジが不定となってしまうことを防止することができる。
【００１３】
　上記（１）に記載のレンジ判定装置において、（２）前記シフトレンジ判定手段は、前
記変速判定手段によって前記変速中であると判定された場合、前記変速前の判定結果を現
在のシフトレンジとするよう構成する。
【００１４】
　この構成により、シフトレンジの変更を伴わない変速中に、各摩擦係合要素の作動状態
を切り替える前、すなわち変速前のシフトレンジの判定結果を現在のシフトレンジとする
ことができるので、シフトレンジが不定となってしまうことを防止することができる。
【００１５】
　上記（１）または（２）に記載のレンジ判定装置において、（３）前記変速判定手段に
よって前記変速中であると判定された場合に、前記油圧検出手段による油圧検出結果が、
前記記憶手段によって記憶された作動パターンと一致するか否かを判定する一致判定手段
をさらに備え、前記シフトレンジ判定手段は、前記一致判定手段によって作動パターンと
一致すると判定された場合、前記油圧検出手段による油圧検出結果と前記記憶手段によっ
て記憶された作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判定し、前記一致判定手段
によって作動パターンと一致しないと判定された場合、前記変速前の判定結果を現在のシ
フトレンジとするよう構成する。
【００１６】
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　この構成により、変速中であると判定された場合であっても、一致判定手段により油圧
検出手段による検出結果が記憶手段に記憶された作動パターンと一致すると判定された場
合、油圧検出手段による油圧検出結果と記憶手段によって記憶された作動パターンとに基
づいて現在のシフトレンジを判定するので、変速中であっても作動パターンに基づく判定
を行い、シフトレンジの判定精度を向上することができる。一方、変速中であると判定さ
れた場合であっても、一致判定手段によって作動パターンと一致しないと判定された場合
、変速前の判定結果を現在のシフトレンジとするのでシフトレンジが不定となってしまう
ことを防止することができる。
【００１７】
　上記（１）または（２）に記載のレンジ判定装置において、（４）前記記憶手段は、前
記変速に伴い前記摩擦係合要素の前記作動状態を切り替えた際に、前記作動パターンと一
致しない組み合わせが生じ得る変速を予め記憶しており、前記変速判定手段は、前記変速
中であると判定した場合に、前記記憶手段に記憶された前記作動パターンに一致しない組
み合わせが生じ得る変速に該当するか否かを判定し、前記シフトレンジ判定手段は、前記
変速判定手段によって前記作動パターンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当し
ないと判定された場合、前記油圧検出手段による油圧検出結果と前記記憶手段によって記
憶された作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判定し、前記変速判定手段によ
って前記作動パターンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当すると判定された場
合、前記変速前の判定結果を現在のシフトレンジとするよう構成する。
【００１８】
　この構成により、変速判定手段が、変速中であると判定した場合であっても、作動パタ
ーンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当しないと判定した場合、油圧検出手段
による油圧検出結果と記憶手段によって記憶された作動パターンとに基づいて現在のシフ
トレンジを判定するので、変速中であっても作動パターンに基づく判定を行い、シフトレ
ンジの判定精度を向上することができる。一方、変速判定手段が、変速中であると判定し
た場合であっても、前記作動パターンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当する
と判定した場合、変速前の判定結果を現在のシフトレンジとするのでシフトレンジが不定
となってしまうことを防止することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、マニュアル弁を備えていない自動変速機であっても変速中にシフトレ
ンジが不定となってしまうことを防止することができるレンジ判定装置を提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００２１】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る車両に搭載されるパワートレーンの概略構成
図である。
　まず、構成について説明する。
【００２２】
　図１に示すように、車両に搭載されるパワートレーンは、主として、駆動源としてのエ
ンジン１と、変速を実現可能な自動変速機２と、エンジン制御装置３と、トランスミッシ
ョン制御装置４と、を含んで構成されている。
【００２３】
　エンジン１は、外部から吸入する空気と燃料噴射弁５から噴射される燃料とを適宜の比
率で混合した混合気を燃焼させることにより、回転動力を発生させるようになっている。
この燃料噴射弁５は、エンジン制御装置３により制御される。
　自動変速機２は、主として、トルクコンバータ２０、変速機構部３０、油圧制御装置４
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０、オイルポンプ６０を含んで構成されており、前進８段、後進１段の変速が可能になっ
ている。
【００２４】
　変速機構部３０は、エンジン１からの出力トルクを伝達する遊星歯車を有する歯車変速
機構や係合状態と解放状態との間で作動状態が切り替えられる後述する複数の摩擦係合要
素等を含んでおり、複数の摩擦係合要素の作動状態によって歯車変速機構のトルク伝達経
路が切り替えられる。このように、トルク伝達経路が切り替えられることにより、トルク
コンバータ２０から入力軸９に入力される回転動力を変速して出力軸１０に出力するよう
になっている。油圧制御装置４０は、変速機構部３０の変速動作を制御するようになって
いる。
【００２５】
　エンジン制御装置３およびトランスミッション制御装置４は、一般的に公知のＥＣＵ（
Electronic Control Unit）とされ、ハードウエア構成については略同様な構成となって
いる。エンジン制御装置３は、エンジン１を制御するようになっており、一方トランスミ
ッション制御装置４は、油圧制御装置４０を制御するようになっており、この油圧制御装
置４０を制御することによって、変速機構部３０における適宜の変速段つまり動力伝達経
路を成立させるようになっている。
【００２６】
　トランスミッション制御装置（以下、再びＴ－ＥＣＵという）４は、エンジン制御装置
３との間で送受信可能に接続されており、必要に応じてエンジン制御装置３からエンジン
制御に関する種々の情報を取得するようになっている。ここで、本実施の形態におけるＴ
－ＥＣＵ４は、本発明のレンジ判定装置を構成しており、自動変速機２に適用可能となっ
ている。
　なお、Ｔ－ＥＣＵ４が特徴的であるため、この具体的な構成については後述する。
【００２７】
　図２は、本発明の第１の実施の形態に係る自動変速機のスケルトン図である。
　図２に示すように、トルクコンバータ２０は、エンジン１（図１参照）に回転連結され
ており、ポンプインペラ２１、タービンランナ２２、ステータ２３、ワンウェイクラッチ
２４、ステータシャフト２５、ロックアップクラッチ２６を含んで構成されている。
【００２８】
　ワンウェイクラッチ２４は、ステータ２３を変速機構部３０の自動変速機２のケース２
ａに一方向の回転のみ許容するようになっている。ステータシャフト２５は、ワンウェイ
クラッチ２４のインナレースを自動変速機のケースに固定するようになっている。
【００２９】
　ロックアップクラッチ２６は、トルクコンバータ２０のポンプインペラ２１とタービン
ランナ２２とを直結できるようになっており、必要に応じて、ポンプインペラ２１（入力
側）とタービンランナ２２（出力側）とを直結する係合状態と、ポンプインペラ２１とタ
ービンランナ２２とを切り離す解放状態と、係合状態と解放状態との中間の半係合状態と
を取り得るようになっている。
【００３０】
　図３は、本発明の第１の実施の形態に係る自動変速機の変速機構部を模式的に示す斜視
図である。
【００３１】
　図２および図３に示すように、フロントプラネタリ３１と、リアプラネタリ３２と、中
間ドラム３３と、第１～第４クラッチＣ１～Ｃ４と、第１，第２ブレーキＢ１，Ｂ２とを
含む構成となっている。ここで、第１～第４クラッチＣ１～Ｃ４、第１，第２ブレーキＢ
１，Ｂ２は、本発明における摩擦係合要素を構成している。　　　　　　　　　　　　　
　　　　
【００３２】
　フロントプラネタリ３１は、ダブルピニオンタイプと呼ばれる歯車式遊星機構とされて
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おり、第１サンギアＳ１と、第１リングギアＲ１と、複数個のインナーピニオンギアＰ１
と、複数個のアウターピニオンギアＰ２と、第１キャリアＣＡ１とを含む構成となってい
る。
【００３３】
　なお、第１サンギアＳ１は、自動変速機２のケース２ａに固定されて回転不可能とされ
、第１リングギアＲ１は、中間ドラム３３に第３クラッチＣ３を介して一体回転可能な状
態または相対回転可能な状態に支持され、内径側に第１サンギアＳ１が同心状に挿入され
ている。
【００３４】
　複数個のインナーピニオンギアＰ１および複数個のアウターピニオンギアＰ２は、第１
サンギアＳ１と第１リングギアＲ１との対向環状空間の円周数ヶ所に介装されており、複
数個のインナーピニオンギアＰ１は、第１サンギアＳ１に噛合され、また、複数個のアウ
ターピニオンギアＰ２は、インナーピニオンギアＰ１と第１リングギアＲ１とに噛合され
ている。
【００３５】
　第１キャリアＣＡ１は、両ピニオンギアＰ１，Ｐ２を回転可能に支持するもので、この
第１キャリアＣＡ１の中心軸部が入力軸９に一体的に連結され、第１キャリアＣＡ１にお
いて両ピニオンギアＰ１，Ｐ２を支持する各支持軸部が第４クラッチＣ４を介して中間ド
ラム３３に一体回転可能な状態または相対回転可能な状態に支持されている。
【００３６】
　また、中間ドラム３３は、第１リングギアＲ１の外径側に回転可能に配置されており、
第１ブレーキＢ１を介して自動変速機２のケース２ａに回転不可能な状態または相対回転
可能な状態に支持されている。
【００３７】
　リアプラネタリ３２は、ラビニオタイプと呼ばれる歯車式遊星機構とされており、大径
の第２サンギアＳ２と、小径の第３サンギアＳ３と、第２リングギアＲ２と、複数個のシ
ョートピニオンギアＰ３と、複数個のロングピニオンギアＰ４と、第２キャリアＣＡ２と
を含む構成となっている。
【００３８】
　なお、第２サンギアＳ２は、中間ドラム３３に連結され、第３サンギアＳ３は、第１ク
ラッチＣ１を介してフロントプラネタリ３１の第１リングギアＲ１に一体回転可能または
相対回転可能に連結され、第２リングギアＲ２は、出力軸１０に一体に連結されている。
【００３９】
　また、複数個のショートピニオンギアＰ３は、第３サンギアＳ３に噛合され、複数個の
ロングピニオンギアＰ４は、第２サンギアＳ２および第２リングギアＲ２に噛合するとと
もにショートピニオンギアＰ３を介して第３サンギアＳ３に噛合されている。
【００４０】
　さらに、第２キャリヤＣＡ２は、複数個のショートピニオンギアＰ３および複数個のロ
ングピニオンギアＰ４を回転可能に支持するもので、その中心軸部が第２クラッチＣ２を
介して入力軸９に連結され、この第２キャリアＣＡ２において各ピニオンギアＰ３，Ｐ４
を支持する各支持軸部が、第２ブレーキＢ２およびワンウェイクラッチＦ１を介して自動
変速機２のケース２ａに支持されている。
【００４１】
　そして、第１～第４クラッチＣ１～Ｃ４および第１，第２ブレーキＢ１，Ｂ２は、オイ
ルの粘性を利用した湿式多板摩擦係合装置によって構成されている。
【００４２】
　第１クラッチＣ１は、リアプラネタリ３２の第３サンギアＳ３をフロントプラネタリ３
１の第１リングギアＲ１に対して一体回転可能な係合状態または相対回転可能な解放状態
とするようになっている。
【００４３】
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　第２クラッチＣ２は、リアプラネタリ３２の第２キャリヤＣＡ２を入力軸９に対して一
体回転可能な係合状態または相対回転可能な解放状態とするようになっている。
【００４４】
　第３クラッチＣ３は、フロントプラネタリ３１の第１リングギアＲ１を中間ドラム３３
に対して一体回転可能な係合状態または相対回転可能な解放状態とするようになっている
。
【００４５】
　第４クラッチＣ４は、フロントプラネタリ３１の第１キャリアＣＡ１を中間ドラム３３
に対して一体回転可能な係合状態または相対回転可能な解放状態とするようになっている
。
【００４６】
　第１ブレーキＢ１は、中間ドラム３３を自動変速機２のケース２ａに対して一体化して
回転不可能な係合状態または相対回転可能な解放状態とするようになっている。
【００４７】
　第２ブレーキＢ２は、リアプラネタリ３２の第２キャリアＣＡ２を自動変速機２のケー
ス２ａに対して一体化して回転不可能な係合状態または相対回転可能な解放状態とするよ
うになっている。
【００４８】
　ワンウェイクラッチＦ１は、リアプラネタリ３２の第２キャリアＣＡ２の一方向のみの
回転を許容するようになっている。
【００４９】
　図４は、本発明の第１の実施の形態に係る自動変速機の油圧制御装置の回路図である。
　図４に示すように、油圧制御装置４０は、例えばリニアソレノイド弁ＳＬ１～ＳＬ６や
油圧制御回路を含んで構成されており、例えば変速機構部３０（図１参照）を制御可能と
なっている。そして、油圧制御装置４０は、後述するシフトレバー装置の操作に応じてリ
ニアソレノイド弁ＳＬ１～ＳＬ６や、図示しないソレノイド弁を制御することによって、
各摩擦係合要素の作動状態やパーキングロック機構の作動状態を切り替える油圧を制御す
るようになっている。油圧制御回路は、第１～第４クラッチＣ１～Ｃ４、および第１，第
２ブレーキＢ１，Ｂ２は、その係合状態および解放状態を切り替える各油圧アクチュエー
タ（油圧シリンダ）ＡＣ１，ＡＣ２，ＡＣ３，ＡＣ４，ＡＢ１，ＡＢ２を有している。ま
た、油圧制御回路は、パーキングロック機構の作動状態、すなわち、パーキングギアにパ
ーキングポールが噛み合うロック状態と非ロック状態を切り替える図示しない油圧アクチ
ュエータ（油圧シリンダ）を有している。
【００５０】
　また、この各油圧アクチュエータ（油圧シリンダ）ＡＣ１，ＡＣ２，ＡＣ３，ＡＣ４，
ＡＢ１，ＡＢ２は、リニアソレノイド弁ＳＬ１～ＳＬ６や図示しないソレノイド弁によっ
てその作動を制御するようになっている。
【００５１】
　各油圧アクチュエータＡＣ１，ＡＣ２，ＡＣ３，ＡＣ４，ＡＢ１，ＡＢ２には、ライン
油圧ＰＬがそれぞれリニアソレノイド弁ＳＬ１～ＳＬ６によりＴ－ＥＣＵ４からの指令信
号に応じた係合油圧ＰＣ１，ＰＣ２，ＰＣ３，ＰＣ４，ＰＢ１，ＰＢ２に調圧されるよう
になっており、ライン油圧ＰＬがそれぞれ直接的に供給されるようになっている。
　このライン油圧ＰＬは、エンジン１により回転駆動される機械式のオイルポンプ６０（
図１参照）によって発生するようになっている。
【００５２】
　リニアソレノイド弁ＳＬ１～ＳＬ６は、基本的にはいずれも同じ構成で、Ｔ－ＥＣＵ４
により独立に励磁、非励磁され、各油圧アクチュエータＡＣ１，ＡＣ２，ＡＣ３，ＡＣ４

，ＡＢ１，ＡＢ２の油圧が独立に調圧制御されて第１～第４クラッチＣ１～Ｃ４、および
第１，第２ブレーキＢ１，Ｂ２の係合油圧ＰＣ１，ＰＣ２，ＰＣ３，ＰＣ４，ＰＢ１，Ｐ

Ｂ２が制御可能になっている。そして、変速機構部３０は、後述する作動表に示すように
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所定の摩擦係合要素が係合させられることによって各変速段が成立するようになっている
。
【００５３】
　油圧センサ１０１～１０４は、各油圧アクチュエータＡＣ１，ＡＣ２，ＡＣ４，ＡＢ２

に供給される油圧を検出するようになっており、予め設定された閾値に基づく検出結果、
すなわち各摩擦係合要素が係合状態であるＯＮを表す信号、各摩擦係合要素が解放状態で
あるＯＦＦを表す信号をＴ－ＥＣＵ４に出力するようになっている。
　なお、本実施の形態においては、油圧センサ１０１～１０４は、閾値の設定にもよるが
各摩擦係合要素の係合状態が切り替えられる際、ＯＦＦする側がＯＮする側より早いもの
として説明している。また、油圧センサ１０１～１０４は、各油圧アクチュエータＡＣ１

，ＡＣ２，ＡＣ４，ＡＢ２に供給される油圧を検出するようになっているが、単に例示で
あってこれに限定されない。
【００５４】
　図５は、本発明の第１の実施の形態に係るトランスミッション制御装置の構成を示す図
である。
　図５に示すように、Ｔ－ＥＣＵ４は、中央処理装置（ＣＰＵ）５１と、読出し専用メモ
リとしてのＲＯＭ５２と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）５３と、バックアップＲＡ
Ｍ５４と、入力インターフェース５５と、出力インターフェース５６とを双方向性バス５
７によって相互に接続した構成になっている。
【００５５】
　ＣＰＵ５１は、ＲＯＭ５２に記憶された各種制御プログラムや制御マップに基づいて演
算処理を実行する。ＲＯＭ５２には、変速機構部３０の変速動作を制御するための各種制
御プログラムが記憶されている。また、ＲＯＭ５２には、以下に説明する処理を実現する
プログラム、車速とアクセル開度とによって定義される変速線図に対応したマップ、変速
終了の判定を行うための変速段に応じたギア比等が記憶されている。ＲＡＭ５３は、ＣＰ
Ｕ５１での演算結果や各センサから入力されたデータ等を一時的に記憶するメモリである
。バックアップＲＡＭ５４は、各種の保存すべきデータを記憶する不揮発性のメモリであ
る。
【００５６】
　入力インターフェース５５には、エンジン回転速度センサ９１、入力軸回転数センサ９
２、出力軸回転数センサ９３、アクセル開度センサ９５、パーキングセンサ９６、油圧セ
ンサ１０１～１０４等の各種センサが接続されている。
　また、出力インターフェース５６には、油圧制御装置４０の構成要素として例えばリニ
アソレノイド弁（ＳＬ１～ＳＬ６）や、ソレノイド弁が接続されている。
【００５７】
　エンジン回転速度センサ９１は、エンジン１の回転が伝達されるトルクコンバータ２０
のポンプインペラ２１の回転速度をエンジン回転速度として検出するようになっている。
　また、入力軸回転数センサ９２は、入力軸９の回転数を検出するようになっている。ま
た、出力軸回転数センサ９３は、出力軸１０の回転数を検出するようになっている。
【００５８】
　また、アクセル開度センサ９５は、アクセルペダルの踏み込み量を検出するようになっ
ている。パーキングセンサ９６は、図示しないパーキングロック機構のピストンシリンダ
内に設けられ、パーキングギアにパーキングポールが係合しているロック状態であるかを
検出するようになっている。このパーキングセンサ９６がＯＮ状態であれば、前述するロ
ック状態となり、ＯＦＦ状態であれば非ロック状態となる。
【００５９】
　また、油圧センサ１０１～１０４は、Ｔ－ＥＣＵ４および油圧制御装置４０によって制
御された各摩擦係合要素にそれぞれ供給される油圧を検出するようになっている。また、
Ｔ－ＥＣＵ４は、各種センサ等の検出結果に応じてリニアソレノイド弁（ＳＬ１～ＳＬ６
）や、ソレノイド弁を制御可能になっている。
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【００６０】
　Ｔ－ＥＣＵ４は、入力インターフェース５５を介してシフトレンジを選択するシフトレ
バー装置４５に接続されており、シフトレバー装置４５から出力された選択信号に基づい
て油圧制御装置４０を制御してシフトレンジを切り替えるようになっている。また、Ｔ－
ＥＣＵ４は、シフトレンジを表示するシフト表示装置４６に接続されており、選択された
シフトレンジに応じてシフト表示装置４６の表示を切り替えるようになっている。
【００６１】
　シフトレバー装置４５は、シフトレバー４７とパーキングボタン４８とを有し、シフト
レバー４７の操作によりリバースレンジ（Ｒ）、ニュートラルレンジ（Ｎ）、Ｄレンジと
してのドライブレンジ（Ｄ）を選択でき、パーキングボタン４８の押下によりパーキング
レンジ（Ｐ）を選択できるようになっている。そして、シフトレバー装置４５は、その操
作に応じた位置にセンサが複数設けられており、シフトレバー４７の操作により選択され
たシフトレンジに対応する選択信号をＴ－ＥＣＵ４に出力するようになっている。
【００６２】
　また、Ｔ－ＥＣＵ４は、シフトレンジに対応したシフト位置にシフトレバー４７が一定
時間保持されることで、シフトレンジを切り替えるよう油圧制御装置４０を制御するよう
になっている。Ｔ－ＥＣＵ４は、例えばシフトレバーがＤレンジに対応する位置に操作さ
れると、前述した変速線図に基づく変速が実行される。
【００６３】
　上述したように、油圧制御装置４０は、各シフトレンジに対応したライン油圧を調整す
るとともに、変速段に対応したライン油圧を調整して、各摩擦係合要素に油圧を供給する
ようになっている。
　なお、本実施の形態にあっては、シフトレバー装置４５およびシフト表示装置４６が直
接Ｔ－ＥＣＵ４に接続されているが、これに限らず、シフトレバー装置４５およびシフト
表示装置４６が図示しないシフトバイワイヤＥＣＵを介してＴ－ＥＣＵ４に接続するよう
にしてもよい。また、本実施の形態におけるシフトレバー装置４５は、自動変速モードの
他に手動変速モードも選択可能であるが、説明省略する。
【００６４】
　ここで、上述した変速機構部３０における各変速段を成立させる条件について、図６お
よび図７に示している。
【００６５】
　図６は、第１～第４クラッチＣ１～Ｃ４、第１，第２ブレーキＢ１，Ｂ２およびワンウ
ェイクラッチＦ１における係合状態または解放状態と各変速段との関係を示す係合表であ
る。この係合表において、○印は「係合状態」、×印は「解放状態」、◎印は「エンジン
ブレーキ時に係合状態」、△印は「駆動時のみ係合状態」を示す。
【００６６】
　図７は、第１～第４クラッチＣ１～Ｃ４、第１，第２ブレーキＢ１，Ｂ２およびワンウ
ェイクラッチＦ１の係合により成立される変速段（第１速段～第８速段、後進段）と、そ
のときの前後二つのプラネタリ３１，３２における各構成要素の回転数比との関係を示す
速度線図である。
【００６７】
　この図７において、各縦軸方向は二つのプラネタリ３１，３２における各構成要素の速
度比であり、各縦軸の間隔は、各要素のギア比に応じて設定される。また、第１～第４ク
ラッチＣ１～Ｃ４、第１，第２ブレーキＢ１，Ｂ２およびワンウェイクラッチＦ１が係合
される点に、Ｃ１～Ｃ４、Ｂ１、Ｂ２、Ｆ１を記入している。
【００６８】
　さらに、図７に記載している入力１～入力４とは、入力軸９からの回転動力の入力位置
を示し、また、図７に記載している出力とは、出力軸１０に出力させる回転動力の出力位
置を示している。
【００６９】
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　図９は、油圧センサやパーキングセンサにより検出される摩擦係合要素の作動状態を示
す図であって、（ａ）は、摩擦係合要素の作動パターンを示す図であり、（ｂ）は５速か
ら６速への変速中の摩擦係合要素の作動状態を説明する図である。
　本実施の形態における自動変速機の場合、Ｔ－ＥＣＵ４は、図９（ａ）に示した作動パ
ターンに基づいて現在のレンジを判定するようになっている。前述した図６に示した係合
表からシフトレンジ判定に必要な第１クラッチＣ１、第２クラッチＣ２、第４クラッチＣ
４、第２ブレーキＢ２の作動状態を示しており、さらにパーキングセンサの作動状態を示
している。Ｔ－ＥＣＵ４のＲＯＭ５２には、この作動パターンに対応したマップが予め記
憶されている。したがって、Ｔ－ＥＣＵ４は、記憶手段を構成する。なお、この図９（ｂ
）については後述するが、摩擦係合要素が係合状態である場合には「○」で表示し、摩擦
係合要素が解放状態である場合には「×」で表記しており、パーキングセンサがＯＮの場
合には「○」で表記しており、パーキングセンサがＯＦＦの場合には「×」で表記してい
る。
　以下、本発明の第１の実施の形態に係るＴ－ＥＣＵ４の特徴的な構成について説明する
。
【００７０】
　Ｔ－ＥＣＵ４は、実際の摩擦係合要素の作動状態に基づいてＤレンジ走行中か否かを判
定するようになっている。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ４は、油圧センサ１０１～１０４によ
って検出された検出結果と作動パターンとに基づいてＤレンジ走行中か否かを判定するよ
うになっている。また、Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中の場合、実際の摩擦係合要素の作動状態
に基づかずに後述するようにＤレンジが保持された際もＤレンジ走行中と判定するように
なっている。
【００７１】
　また、Ｔ－ＥＣＵ４は、各摩擦係合要素の作動状態を切り替える油圧を制御するように
なっている。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ４は、油圧制御装置を制御することによってリニア
ソレノイド弁（ＳＬ１～ＳＬ６）を制御し、クラッチおよびブレーキの作動状態を切り替
える油圧を制御するようになっている。したがって、Ｔ－ＥＣＵ４は、油圧制御手段を構
成する。
【００７２】
　また、Ｔ－ＥＣＵ４は、第１クラッチＣ１、第２クラッチＣ２、第４クラッチＣ４およ
び第２ブレーキＢ２に設けられた各油圧センサ１０１～１０４からの検出結果を取得して
、これらの作動状態を判定するようになっている。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ４は、各油圧
センサ１０１～１０４から出力されたＯＮ状態を表す信号やＯＦＦ状態を表す信号を取得
して、この検出結果に基づいて摩擦係合要素が作動状態か解放状態かを判定するようにな
っている。すなわちＴ－ＥＣＵ４および各油圧センサ１０１～１０４は、油圧検出手段を
構成する。
【００７３】
　また、Ｔ－ＥＣＵ４は、各摩擦係合要素の作動状態が切り替えられる変速中であるか否
かを判定するようになっている。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ４は、図示しないソレノイド弁
やリニアソレノイド弁（ＳＬ１～ＳＬ６）に例えば変速線図に基づいた変速開始の制御信
号を出力したか否かで変速開始と判断するようになっており、一方、入力軸回転数センサ
９２の検出結果と、出力軸回転数センサ９３の検出結果と、当該制御信号に対応した変速
段のギア比とに基づいて、変速が完了したか否かを判定するようになっている。したがっ
て、Ｔ－ＥＣＵ４は、変速が開始されたと判定し、一方変速が完了するまでの間を変速中
と判定するようになっている。すなわち、Ｔ－ＥＣＵ４は、変速判定手段を構成している
。
【００７４】
　また、Ｔ－ＥＣＵ４は、クラッチやブレーキの作動状態に基づいて実際のシフトレンジ
の判定を行うようになっている。つまり、Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中でない場合に、各油圧
センサ１０１～１０４によって検出された検出結果とＲＯＭ５２に記憶された作動パター
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ンとに基づいて現在のシフトレンジを判定するようになっている。具体的には、Ｔ－ＥＣ
Ｕ４は、前述したように変速開始の制御信号が出力してから、変速が完了するまでの間で
ない場合に、現在のシフトレンジの判定を作動パターンに基づいて行うようになっている
。一方、Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中である場合、変速前の判定結果を現在のシフトレンジと
して前回値を保持するようになっている。すなわち、Ｔ－ＥＣＵ４は、シフトレンジ判定
手段を構成する。
　次に、動作について説明する。
【００７５】
　図８は、本発明の第１の実施の形態に係るＴ－ＥＣＵ４の動作を示すフロー図である。
以下に説明する処理は、予めＲＯＭ５２に記憶されているプログラムによって実現され、
所定の時間間隔でＣＰＵによって実行される。
【００７６】
　図８に示すように、まず、Ｔ－ＥＣＵ４は、Ｄレンジ走行中か否かを判定する（ステッ
プＳ１）。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ４は、後述するステップにおいて油圧センサ１０１～
１０４によって検出された検出結果と作動パターンとに基づいてＤレンジと判定した際、
Ｄレンジ走行中と判定するとともに、後述するステップにおいて変速中の場合にＤレンジ
が保持された際もＤレンジ走行中と判定する。
　次に、Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中か否かを判定する（ステップＳ２）。具体的には、Ｔ－
ＥＣＵ４が、変速開始の制御信号が出力してから変速が完了するまでの間であるか否かを
判定する。
【００７７】
　次に、Ｔ－ＥＣＵ４は、ステップＳ２において変速中であると判定した場合には、変速
開始直前のシフトレンジを保持する（ステップＳ３）。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ４は、変
速中である場合、変速前の判定結果を現在のシフトレンジとして前回値を保持する。
　一方、Ｔ－ＥＣＵ４は、ステップＳ２において変速中でないと判定した場合には、作動
パターンに基づいてシフトレンジを判定する（ステップＳ４）。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ
４は、変速中でない場合、油圧センサ１０１～１０４の検出結果と作動パターンに基づい
て現在のシフトレンジを判定する。
【００７８】
　ここで、図９（ｂ）を参照して４速から６速への変速中の摩擦係合要素の作動状態につ
いて説明する。
　自動変速機によって例えば４速から６速に変速が実行される場合に、各摩擦係合要素お
よびパーキングセンサの状態が図９（ｂ）に示す通りとなる。
　図９（ｂ）に示すように、自動変速機が４速から６速に変速が実行される場合、第１ク
ラッチＣ１が解放状態となり、第２クラッチＣ２が係合状態となるが、変速過渡中である
変速中にあっては、第１クラッチＣ１と第２クラッチＣ２とが解放状態となってしまう場
合がある。この場合、特にＤレンジにおいて第４クラッチＣ４のみが係合状態となってい
る作動パターンが存在しないことが明らかとなる。そこで本実施の形態に係るレンジ判定
装置は、図９（ａ）に示すような作動パターンを用いた判定を常に実行せずに、変速中の
場合には変速開始前のＤレンジを保持する。
【００７９】
　また、各摩擦係合要素の係合状態が切り替えられる際、油圧センサ１０１～１０４の閾
値の設定によってＯＦＦする側がＯＮする側より早いので、クラッチＣ４のみが係合状態
となっているが、逆に閾値の設定によってＯＦＦする側がＯＮする側より遅い場合には、
５速から６速への変速中において第１クラッチＣ１、第２クラッチＣ２、第４クラッチＣ
４のいずれもが係合状態となる。この場合も、作動パターンにない組み合わせとなってし
まうことが明らかとなる。
【００８０】
　前述したように、４速から６速に変速が実現される場合と５速から６速に変速する場合
とを例に説明したが、単なる一例であってこれに限定されない。すなわち、油圧センサか
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ら検出された検出結果によっては作動パターン以外の組み合わせとなってしまう変速であ
っても、変速中はＤレンジを保持するので同様にシフトレンジが不定となってしまうこと
がない。
【００８１】
　以上のように、本実施の形態に係るレンジ判定装置は、変速中でないと判定された場合
、油圧センサ１０１～１０４による油圧検出結果とＲＯＭ５２に記憶された作動パターン
とに基づいて現在のシフトレンジを判定するので、シフトレンジを正確に判定することが
できる。一方、変速中と判定された場合、作動パターンに基づくシフトレンジの判定を行
わないので、油圧検出結果と作動パターンとが一致しないことに起因したシフトレンジの
不定となってしまうことを防止することができる。したがって、マニュアル弁を備えてい
ない自動変速機であっても変速中にシフトレンジが不定となってしまうことを防止するこ
とができる。
【００８２】
　さらに、本実施の形態に係るレンジ判定装置は、シフトレンジの変更を伴わない変速中
、すなわちＤレンジでの変速中に、各摩擦係合要素の作動状態を切り替える前、すなわち
変速前のシフトレンジの判定結果を現在のシフトレンジとすることができるので、シフト
レンジが不定となってしまうことを防止することができる。
【００８３】
　このように、シフトレンジが不定となってしまうことがないので、自動変速機の故障と
判定してしまうといった誤判定を防止することができ、自動変速機の故障を示す表示等が
行われるという不具合を防止することができる。
【００８４】
　なお、上述した実施の形態においては、変速中の場合にＤレンジを保持しているが、こ
れに限定されず、次に説明する第２の実施の形態のように、変速中であってもＤレンジに
おける作動パターンのいずれかに一致する場合には、作動パターンに基づいてシフトレン
ジを判定するようにしてもよい。
【００８５】
　（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態に係るレンジ判定装置を構成するＴ－ＥＣＵについて説明す
る。
【００８６】
　なお、第２の実施の形態に係るＴ－ＥＣＵを含む構成は、上述の第１の実施の形態に係
るＴ－ＥＣＵを含む構成とほぼ同様であり、各構成要素については、第１の実施の形態と
同様の符号を用いて説明し、特に相違点についてのみ詳述する。
【００８７】
　Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中であると判定した場合に、油圧センサ１０１～１０４によって
検出された検出結果が、ＲＯＭ５２に記憶された作動パターンと一致するか否かを判定す
るようになっている。すなわち、Ｔ－ＥＣＵ４は、一致判定手段を構成する。
【００８８】
　また、Ｔ－ＥＣＵ４は、作動パターンと一致すると判定した場合、油圧センサ１０１～
１０４によって検出した検出結果とＲＯＭ５２に記憶された作動パターンとに基づいて現
在のシフトレンジを判定するようになっている。さらに、Ｔ－ＥＣＵ４は、作動パターン
と一致しないと判定した場合、変速前の判定結果を現在のシフトレンジとして前回値を保
持するようになっている。
　次に、動作について説明する。
【００８９】
　図１０は、本発明の第２の実施の形態に係るＴ－ＥＣＵ４の動作を示すフロー図である
。以下に説明する処理は、予めＲＯＭ５２に記憶されているプログラムによって実現され
、所定の時間間隔でＣＰＵによって実行される。
　Ｔ－ＥＣＵ４は、図１０に示すように、Ｄレンジ走行中か否かを判定する（ステップＳ
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１１）。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ４は、後述するステップにおいて油圧センサ１０１～１
０４によって検出された検出結果と作動パターンとに基づいてＤレンジと判定した際、Ｄ
レンジ走行中と判定するとともに、後述するステップにおいて変速中の場合にＤレンジが
保持された際もＤレンジ走行中と判定する。
　次に、Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中か否かを判定する（ステップＳ１２）。具体的には、Ｔ
－ＥＣＵ４が、変速開始の制御信号が出力してから変速が完了するまでの間であるか否か
を判定する。
【００９０】
　Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中であると判定した場合には、油圧センサ１０１～１０４による
検出結果が、ＲＯＭに記憶された作動パターンと一致するか否かを判定する（ステップＳ
１３）。
　そして、Ｔ－ＥＣＵ４は、ステップＳ１３において、作動パターンと一致しないと判定
した場合には、変速開始直前のシフトレンジを保持し（ステップＳ１４）、一方作動パタ
ーンと一致すると判定した場合には、作動パターンで現在のシフトレンジを判定する（ス
テップＳ１５）。
【００９１】
　以上のように、本実施の形態に係るレンジ判定装置は、変速中であると判定した場合で
あっても、油圧センサ１０１～１０４によって検出された検出結果が、ＲＯＭ５２に記憶
された作動パターンと一致する場合、油圧センサ１０１～１０４によって検出された検出
結果とＲＯＭ５２に記憶された作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判定する
ので、変速中であっても作動パターンに基づく判定を行い、シフトレンジの判定精度を向
上することができる。一方、変速中であると判定された場合であっても、油圧センサ１０
１～１０４によって検出された検出結果が、ＲＯＭ５２に記憶された作動パターンと一致
しない場合、変速前の判定結果を現在のシフトレンジとするのでシフトレンジが不定とな
ってしまうことを防止することができる。
【００９２】
　なお、上述した実施の形態においては、変速中の場合であっても油圧センサの検出結果
が作動パターンに一致する場合、作動パターンに基づいて現在のシフトレンジを判定して
いるが、これに限定されず、次に説明する第３の実施の形態のように、変速中に摩擦係合
要素の作動状態を切り替えた場合に、作動パターンと一致しない組み合わせが生じ得る変
速をＲＯＭに予め記憶しておき、当該変速に該当する場合に変速前の判定結果を現在のシ
フトレンジとするようにしてもよい。
【００９３】
　（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態に係るレンジ判定装置を構成するＴ－ＥＣＵについて説明す
る。
【００９４】
　なお、第３の実施の形態に係るＴ－ＥＣＵを含む構成は、上述の第１の実施の形態に係
るレンジ判定装置を含む構成とほぼ同様であり、各構成要素については、第１の実施の形
態と同様の符号を用いて説明し、特に相違点についてのみ詳述する。
【００９５】
　Ｔ－ＥＣＵ４は、変速に伴い各摩擦係合要素の作動状態を切り替えた際に、作動パター
ンと一致しない組み合わせが生じ得る変速を予めＲＯＭ５２に記憶している。また、Ｔ－
ＥＣＵ４は、変速中であると判定された場合に、ＲＯＭ５２に記憶された作動パターンに
一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当するか否かを判定するようになっている。し
たがって、Ｔ－ＥＣＵ４は、本発明の変速判定手段を構成する。
【００９６】
　Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中であると判定した場合に、第１クラッチＣ１および第２クラッ
チＣ２の掴み換えのある変速か否かを判定するようになっている。具体的には、第１クラ
ッチＣ１および第２クラッチＣ２の掴み換えのある変速の場合、例えば４速から６速への
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飛びアップシフトや６速から４速への飛びダウンシフトの変速の場合か否かを判定するよ
うになっている。
　ここで、前述したように油圧センサ１０１～１０４が、ＯＮするよりＯＦＦする方が早
いので、図９（ａ）に示す作動パターンを参照するとＤレンジにおいては必ず少なくとも
第１クラッチＣ１および第２クラッチＣ２のいずれか一方が係合状態であるので、このよ
うな掴み換えが生じる変速の場合、図９（ｂ）に示すように第１クラッチＣ１、第２クラ
ッチＣ２の両方のクラッチがＯＦＦになってしまい作動パターンにない組み合わせとなっ
てしまう。このため、Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中にシフトレンジが不定となってしまう変速
を予めＲＯＭ５２に記憶しておき、変速線図に基づいた変速が当該変速に該当するか否か
の判定を行うようになっている。
【００９７】
　Ｔ－ＥＣＵ４は、作動パターンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当しないと
判定した場合、油圧センサ１０１～１０４による検出結果と作動パターンとに基づいて現
在のシフトレンジを判定し、作動パターンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当
すると判定した場合、変速前の判定結果を現在のシフトレンジとするようになっている。
【００９８】
　また、Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中であると判定した場合に、第１クラッチＣ１および第２
クラッチＣ２の掴み換えのある変速でないと、油圧センサ１０１～１０４によって検出し
た検出結果とＲＯＭ５２に記憶された作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判
定するようになっている。さらに、Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中であると判定した場合に、第
１クラッチＣ１および第２クラッチＣ２の掴み換えのある変速であると、変速前の判定結
果を現在のシフトレンジとして前回値を保持するようになっている。
　次に、動作について説明する。
【００９９】
　図１１は、本発明の第３の実施の形態に係るＴ－ＥＣＵ４の動作を示すフロー図である
。以下に説明する処理は、予めＲＯＭ５２に記憶されているプログラムによって実現され
、所定の時間間隔でＣＰＵによって実行される。
　Ｔ－ＥＣＵ４は、図１１に示すように、Ｄレンジ走行中か否かを判定する（ステップＳ
１１）。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ４は、後述するステップにおいて油圧センサ１０１～１
０４によって検出された検出結果と作動パターンとに基づいてＤレンジと判定した際、Ｄ
レンジ走行中と判定するとともに、後述するステップにおいて変速中の場合にＤレンジが
保持された際もＤレンジ走行中と判定する。
【０１００】
　次に、Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中か否かを判定する（ステップＳ２２）。具体的には、Ｔ
－ＥＣＵ４が、変速開始の制御信号が出力してから変速が完了するまでの間であるか否か
を判定する。
　Ｔ－ＥＣＵ４は、変速中であると判定した場合には、第１クラッチＣ１および第２クラ
ッチＣ２の掴み換えのある変速か否かを判定する（ステップＳ２３）。
【０１０１】
　そして、Ｔ－ＥＣＵ４は、ステップＳ２３において、第１クラッチＣ１および第２クラ
ッチＣ２の掴み換えのある変速であると判定した場合には、変速開始直前のシフトレンジ
を保持し（ステップＳ２４）、一方第１クラッチＣ１および第２クラッチＣ２の掴み換え
のある変速でないと判定した場合には、作動パターンで現在のシフトレンジを判定する（
ステップＳ２５）。
【０１０２】
　なお、上述した各実施の形態における車両に搭載されるパワートレーンは、一例であっ
てこれに限定されず、本発明に係るレンジ判定装置が適用可能なパワートレーンが含まれ
る。
【０１０３】
　以上のように、本実施の形態に係るレンジ判定装置は、変速中に作動パターンにない組
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み合わせが生じ得る変速を予めＲＯＭ５２に記憶しているので、このような変速の場合に
は、変速開始直前のシフトレンジを保持するので、現在のシフトレンジが不定となってし
まうことを防止することができる。一方、変速中に作動パターンにない組み合わせが生じ
得る変速でない場合には、作動パターンで現在のシフトレンジを判定することができる。
したがって、変速中であってもシフトレンジの判定精度を向上することができる。
【０１０４】
　以上説明したように、本発明に係るレンジ判定装置は、マニュアル弁を備えていない自
動変速機であっても変速中にシフトレンジが不定となってしまうことを防止することがで
き、車両に搭載された自動変速機におけるレンジの判定を行うレンジ判定装置に有用であ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る車両に搭載されるパワートレーンの概略構成図
である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る自動変速機のスケルトン図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る自動変速機の変速機構部を模式的に示す斜視図
である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る自動変速機の油圧制御装置の回路図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係るトランスミッション制御装置の構成を示す図で
ある。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る変速機構部における各クラッチおよび各ブレー
キ等の係合表である。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係る各プラネタリにおける各構成要素の回転数比を
変速段毎に示す速度線図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係るＴ－ＥＣＵの動作を示すフロー図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係る油圧センサやパーキングセンサにより検出され
る摩擦係合要素の作動状態を示す図であり、（ａ）は、摩擦係合要素の作動パターンを示
す図であり、（ｂ）は４速から６速への変速中の摩擦係合要素の作動状態を説明する図で
ある。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係るＴ－ＥＣＵの動作を示すフロー図である。
【図１１】本発明の第３の実施の形態に係るＴ－ＥＣＵの動作を示すフロー図である。
【符号の説明】
【０１０６】
　１　エンジン
　２　自動変速機
　３　エンジン制御装置
　４　トランスミッション制御装置（変速判定手段、シフトレンジ判定手段、一致判定手
段、レンジ判定装置）
　９　入力軸
　１０　出力軸
　２０　トルクコンバータ
　３０　変速機構部
　３１　フロントプラネタリ
　３２　リアプラネタリ
　４０　油圧制御装置（油圧制御手段）
　４５　シフトレバー装置
　５１　ＣＰＵ
　５２　ＲＯＭ（記憶手段）
　５３　ＲＡＭ
　５４　バックアップＲＡＭ
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　５５　入力インターフェース
　５６　出力インターフェース
　９１　エンジン回転速度センサ
　９２　入力軸回転数センサ
　９３　出力軸回転数センサ
　９５　アクセル開度センサ
　９６　パーキングセンサ
　１００　作動パターン
　１０１～１０４　油圧センサ（油圧検出手段）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月21日(2009.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動源の出力トルクを伝達する遊星歯車を有する歯車変速機構と、係合状態と解放状態
との間で作動状態が切り替えられる複数の摩擦係合要素とを備え、前記複数の摩擦係合要
素の前記作動状態によって前記歯車変速機構のトルク伝達経路が切り替えられて変速が実
現される自動変速機に用いられるとともに、前記作動状態に基づいて実際のシフトレンジ
の判定を行うレンジ判定装置において、
　前記各摩擦係合要素の前記作動状態を切り替える油圧を制御する油圧制御手段と、
　前記油圧制御手段によって制御されたそれぞれの油圧を検出する複数の油圧検出手段と
、
　前記各摩擦係合要素の前記作動状態を表す作動パターンを記憶する記憶手段と、
　前記油圧制御手段によって前記各摩擦係合要素の前記作動状態が切り替えられる変速中
であるか否かを判定する変速判定手段と、
　前記変速判定手段によって前記変速中でないと判定された場合に、前記油圧検出手段に
よる油圧検出結果と前記記憶手段によって記憶された作動パターンとに基づいて現在のシ
フトレンジを判定するシフトレンジ判定手段と、を備え、
　前記シフトレンジ判定手段は、前記変速判定手段によって前記変速中であると判定され
た場合、前記変速前の判定結果を現在のシフトレンジとすることを特徴とするレンジ判定
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装置。
【請求項２】
　前記変速判定手段によって前記変速中であると判定された場合に、前記油圧検出手段に
よる油圧検出結果が、前記記憶手段によって記憶された作動パターンと一致するか否かを
判定する一致判定手段をさらに備え、
　前記シフトレンジ判定手段は、前記一致判定手段によって作動パターンと一致すると判
定された場合、前記油圧検出手段による油圧検出結果と前記記憶手段によって記憶された
作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判定し、前記一致判定手段によって作動
パターンと一致しないと判定された場合、前記変速前の判定結果を現在のシフトレンジと
することを特徴とする請求項１に記載されたレンジ判定装置。
【請求項３】
　前記記憶手段は、前記変速に伴い前記摩擦係合要素の前記作動状態を切り替えた際に、
前記作動パターンと一致しない組み合わせが生じ得る変速を予め記憶しており、
　前記変速判定手段は、前記変速中であると判定した場合に、前記記憶手段に記憶された
前記作動パターンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当するか否かを判定し、
　前記シフトレンジ判定手段は、前記変速判定手段によって前記作動パターンに一致しな
い組み合わせが生じ得る変速に該当しないと判定された場合、前記油圧検出手段による油
圧検出結果と前記記憶手段によって記憶された作動パターンとに基づいて現在のシフトレ
ンジを判定し、前記変速判定手段によって前記作動パターンに一致しない組み合わせが生
じ得る変速に該当すると判定された場合、前記変速前の判定結果を現在のシフトレンジと
することを特徴とする請求項１または請求項２に記載されたレンジ判定装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明に係るレンジ判定装置は、上記目的達成のため、（１）駆動源の出力トルクを伝
達する遊星歯車を有する歯車変速機構と、係合状態と解放状態との間で作動状態が切り替
えられる複数の摩擦係合要素とを備え、前記複数の摩擦係合要素の前記作動状態によって
前記歯車変速機構のトルク伝達経路が切り替えられて変速が実現される自動変速機に用い
られるとともに、前記作動状態に基づいて実際のシフトレンジの判定を行うレンジ判定装
置において、前記各摩擦係合要素の前記作動状態を切り替える油圧を制御する油圧制御手
段と、前記油圧制御手段によって制御されたそれぞれの油圧を検出する複数の油圧検出手
段と、前記各摩擦係合要素の前記作動状態を表す作動パターンを記憶する記憶手段と、前
記油圧制御手段によって前記各摩擦係合要素の前記作動状態が切り替えられる変速中であ
るか否かを判定する変速判定手段と、前記変速判定手段によって前記変速中でないと判定
された場合に、前記油圧検出手段による油圧検出結果と前記記憶手段によって記憶された
作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判定するシフトレンジ判定手段と、を備
え、前記シフトレンジ判定手段は、前記変速判定手段によって前記変速中であると判定さ
れた場合、前記変速前の判定結果を現在のシフトレンジとするよう構成する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　この構成により、変速中でないと判定された場合、油圧検出手段による油圧検出結果と
記憶手段によって記憶された作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判定するの
で、シフトレンジを正確に判定することができるとともに、一方変速中と判定された場合
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、作動パターンに基づくシフトレンジの判定を行わないので、油圧検出結果と作動パター
ンとが一致しないことに起因したシフトレンジの不定となってしまうことを防止すること
ができる。したがって、マニュアル弁を備えていない自動変速機であっても変速中にシフ
トレンジが不定となってしまうことを防止することができる。
　また、シフトレンジの変更を伴わない変速中に、各摩擦係合要素の作動状態を切り替え
る前、すなわち変速前のシフトレンジの判定結果を現在のシフトレンジとすることができ
るので、シフトレンジが不定となってしまうことを防止することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記（１）に記載のレンジ判定装置において、（２）前記変速判定手段によって前記変
速中であると判定された場合に、前記油圧検出手段による油圧検出結果が、前記記憶手段
によって記憶された作動パターンと一致するか否かを判定する一致判定手段をさらに備え
、前記シフトレンジ判定手段は、前記一致判定手段によって作動パターンと一致すると判
定された場合、前記油圧検出手段による油圧検出結果と前記記憶手段によって記憶された
作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判定し、前記一致判定手段によって作動
パターンと一致しないと判定された場合、前記変速前の判定結果を現在のシフトレンジと
するよう構成する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　この構成により、変速中であると判定された場合であっても、一致判定手段により油圧
検出手段による検出結果が記憶手段に記憶された作動パターンと一致すると判定された場
合、油圧検出手段による油圧検出結果と記憶手段によって記憶された作動パターンとに基
づいて現在のシフトレンジを判定するので、変速中であっても作動パターンに基づく判定
を行い、シフトレンジの判定精度を向上することができる。一方、変速中であると判定さ
れた場合であっても、一致判定手段によって作動パターンと一致しないと判定された場合
、変速前の判定結果を現在のシフトレンジとするのでシフトレンジが不定となってしまう
ことを防止することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　上記（１）または（２）に記載のレンジ判定装置において、（３）前記記憶手段は、前
記変速に伴い前記摩擦係合要素の前記作動状態を切り替えた際に、前記作動パターンと一
致しない組み合わせが生じ得る変速を予め記憶しており、前記変速判定手段は、前記変速
中であると判定した場合に、前記記憶手段に記憶された前記作動パターンに一致しない組
み合わせが生じ得る変速に該当するか否かを判定し、前記シフトレンジ判定手段は、前記
変速判定手段によって前記作動パターンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当し
ないと判定された場合、前記油圧検出手段による油圧検出結果と前記記憶手段によって記
憶された作動パターンとに基づいて現在のシフトレンジを判定し、前記変速判定手段によ
って前記作動パターンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当すると判定された場
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合、前記変速前の判定結果を現在のシフトレンジとするよう構成する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　この構成により、変速判定手段が、変速中であると判定した場合であっても、作動パタ
ーンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当しないと判定した場合、油圧検出手段
による油圧検出結果と記憶手段によって記憶された作動パターンとに基づいて現在のシフ
トレンジを判定するので、変速中であっても作動パターンに基づく判定を行い、シフトレ
ンジの判定精度を向上することができる。一方、変速判定手段が、変速中であると判定し
た場合であっても、前記作動パターンに一致しない組み合わせが生じ得る変速に該当する
と判定した場合、変速前の判定結果を現在のシフトレンジとするのでシフトレンジが不定
となってしまうことを防止することができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
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